
警察協力歯科活動に閲する德定書

奈良県警察本部(以下「甲」という。)と奈良嚴替察協力歯科医会(以下「乙j
という。)は、死体の身元確認、及び搜査活動に閲し次のとおり協定を締結すろ。

(総則)

第1条この協定は、甲が乙と協力して、死体の身元確認及び搜査活動を行うため
に必要な事項を定めるものとすろ。

(身元確認等の歯̶別班の派遣)

第2条甲は、身元確認等の捜査活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し菌
̶別班の派遣を要請すろものとする。

2.乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合には、直ちに歯斤鑑別班を編
成し、搜査現場等に派遣し、甲の搜査に協力するものとする。

(指揮命令)

第3条乙の歯斤鑑別班に係ろ指揮命令及び搜査活動の速絡調整は、甲が指定する
者が行うものとする。

(捜査原材料及び医薬品等の供給輸送)

第4条乙所属の歯̶別班は、原則として甲が提供する原材料及び医薬品等を使
用するものとする。

2,原材料及び医薬品等の輸送は、原則として甲が指定する者が行う。

(身分証明書の交付)

第5条甲は、乙の搜査協力活動を円滑に行うため、乙の会員へ予め『身分証明書」
を交付するものとする。

(費用弁償等)

第6条甲の要請に基づき、乙が捜査協力活動を実施した場合に要する次の経資は
甲が負担するものとすろ。

①身元確認等の歯牙.リ班の編成、派遣に要すろ経費

③身元確認等の歯牙―り班が携行した原材料及び医藥品等を使用した場合は、そ
の実費

③身元確認等の搜査協力活動に従事した歯科医師等が搜査活動において負傷し
疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費

2.前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるも
のとする。



(細目)

第9条この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。

(協議)

第10条この協定に定めのない事項については、協譲のうえ決定するものとする。

(有効期限)

第11条この協定の有効期限は、平成14年4月11日から平成15年3月31日ま

でとする。ただし、この協定の有効期間の終了する1ケ月前までに、甲乙双方か

ら何らかの申し出がない̶は、期間満了の日の翌日から1年間延長すろものと

し、以降同様とする。

甲と乙は、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上各1通保有するものとする。

平成14年4月11日

甲奈良県替察本部長縄貫 茂

乙奈良県替察協力歯科医会会長林 秀彦

(I�HIJ)

第1条本協定書に関する詳細については, 別に定める細則に規定する

第2条本協定書は平成24年2月23日より施行する。
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